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地縁による団体の認可（法人化）とは 

地縁による団体とは

 「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づい

て形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資

格としている団体で、いわゆる自治会・町内会等（以下「自治会等」といいます。）

のことです。 

法人化の趣旨

 自治会等の地縁による団体は、その所有する不動産（土地、集会施設等）につい

ては、「法人格」を持てなかったため、団体所有であっても、団体名での不動産登

記ができず、個人名義や共有名義で登記され、名義人の転居や死亡等の場合、名義

変更や相続など財産上の種々の問題が生じていました。 

 こうした問題に対処するため、平成３年に地方自治法が改正され、自治会等の地

縁による団体のうち、一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」

を取得できるようになり、その団体名義で不動産登記ができるようになりました。 

対象となる団体

 認可の対象となるのは、地縁による団体に限られます。例えば、スポーツ同好会

のような特定の活動を目的とする団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とする団

体は地縁による団体とは考えられず、認可できません。また、地縁による団体であ

っても、不動産又は不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象

となりません。 

 不動産又は不動産に関する権利等とは以下のようなものです。 

 ・土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、 

  抵当権、賃借権及び採石権 

 ・「立木」の所有権及び抵当権 
 ・登録を要する金融資産（国債、地方債及び社債）



- 2 - 

認可の要件

認可を受けるためには、以下の４つの要件をすべて満たしていることが必要です。 

１．「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域

社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にそ

の活動を行っていると認められること」 

 地域的な共同活動とは、回覧板や清掃・美化活動、集会所の管理運営、防犯・防

災活動など、一般的な自治会等の活動のことです。現に活動を行っていると認める

には、過去１年以上の活動実績が必要です。このため、団体が発足して１年未満の

場合は認可できません。 

２．「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」

 地番や河川・道路等で区域が画されているなど、「富津市の住民（自治会等の構

成員以外の人も含みます。）にとって、明らかな形で自治会等の区域・範囲がわか

る状態であること。」という意味です。 

 他の自治会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要が生じ

る場合があります。 

３．「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものと 

し、その相当数の者が現に構成員となっていること」 

 その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすること

は認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件を付

けてはいけません。 

 相当数とはその区域の全住民（自治会等に加入していない人を含む。）の過半数

です。 

４．「規約を定めていること」

 目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関す

る事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。 

 なお、代表者・監事・総会等には地方自治法のほか、民法の規定が準用されます。 
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地縁による団体の認可申請の手続き 

 認可の申請を行うにあたっては、当該団体の規約に基づき招集された総会におい

て、認可を申請する旨の議決を得る必要があります。（役員会・評議会等、自治会

等の構成員の一部の者のみで構成される会議での議決は認められません。） 

 総会招集手続き等を定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備を行う

必要があります。 

認可申請する際の提出書類 

 １ 認可申請書 （別紙「資料１」を参考） 

 ２ 総会で議決した規約 （別紙「資料２」を参考） 

 ３ 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類  

  （別紙「資料３」を参考） 

 ４ 構成員の名簿 （別紙「資料４」を参考） 

・構成員全員の住所・氏名を記載 

・区域外に住所を有する人は、構成員にはなれません。 

 ５ 保有資産目録又は保有予定資産目録 

・申請時点で不動産等を保有している場合は、保有資産目録 

・申請時点で不動産等を保有しておらず、将来取得する予定の場合には、 

 保有予定資産目録 （別紙「資料５・６」を参考） 

 ６ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っている

ことを記載した書類 

・前年の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な 

 活動がわかる書類 

 ７ 申請者が代表者であることを証する書類 

・申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し 

（別紙「資料３」を参考） 

・申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書で、申請者本人の署名・ 

 押印のあるもの（別紙「資料７」を参考） 

 ８ 代表者の職務執行の停止等の有無について(別紙「資料８」を参考) 

地方自治法施行規則第１８条に定める必要書類ではありませんが、同規則

第１９条の告示事項の確認のため、添付をお願いします。 
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申請までの流れ 

自治会等で、認可申請をすることについての話し合い 

 地縁団体の認可を受けるためには、総会での議決が必要になりますので、構

成員とよく話し合う必要があります。 

保有する(保有予定の)不動産及び不動産に関する権利等の確認及び 

保有(予定)資産目録の作成 

 自治会等の名義で登記をするにあたり、現在登記簿上所有者となっている方

から、自治会等への所有権の移転について承諾していただく必要があります。 

区域の確認（現状の区域を明文化することについての確認） 

 区域を書面にて、明確にしておく必要があります。 

 登記関係書類、地番図等の確認及び隣接自治会等との協議が必要となる場合

があります。 

規約の変更（認可を受けるための必要事項に関する確認「参考：資料２」） 

 認可を受ける為には、規約に以下の事項が記載されている必要があります。 

・目的 ・名称 ・区域 ・事務所の所在 ・構成員の資格に関する事項 

・代表者に関する事項 ・会議に関する事項 ・資産に関する事項 

構成員名簿の作成（区域内に住所を有する個人の確認） 

 自治会等では、構成員について世帯単位の加入としている場合があります。 

 認可を受けるためには、個人単位の加入となるため、その確認を行います。 

総会の開催（認可前の規約に総会に関する規定がない場合は規約の整備後） 

 認可申請するために要する議決事項は次のとおりです。 

・規約の制定 ・地縁による団体の認可申請をすること 

・代表者の選出  

認可申請書作成 

 申請書及び申請する際に添付する次の書類を作成します。 

・規約 ・認可を申請することについて総会で議決したことを証する書面 

・構成員の名簿 ・保有資産目録、又は保有予定財産目録 

・区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会

の維持及び形成に資する地域的な共同生活を行っていることを記載した書類 

・申請者が代表者であることを証する書類 

（申請者が代表者となることを承諾した旨の承諾書） 

市長（市民課）へ申請書提出 
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資料 １ 

平成   年   月   日  

 富津市長        様  

認可を受けようとする地縁による 

団体の名称及び事務所の所在地  

 名 称 

 所在地 

代表者の氏名及び所在地 

 氏 名            

 住 所 

認 可 申 請 書 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定により、不動産又は不動産に関する権利

等を保有するため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。 

（別添書類） 

 １ 規約 

 ２ 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 

 ３ 構成員の名簿 

 ４ 保有資産目録又は保有予定資産目録 

 ５ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っている 

  ことを記載した書類 

 ６ 申請者が代表者であることを証する書類 
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資料 ２

○○○自治会（町内会）規約（会則）[例] 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

(1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

(2) 美化、清掃等区域内の環境の整備 

(3) 所有する資産の管理及び運営 

(4) ○○○○○○○○○ 

(5) ○○○○○○○○○ 

（名称） 

第２条 本会は、○○○会と称する。 

（区域） 

第３条 本会の区域は、富津市△△△番地×から××番地□□までの区域とする。 

（事務所） 

第４条 本会の事務所は、千葉県富津市△△△番地×に置く。 

第２章 会員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。 

（会費） 

第６条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

（入会） 

第７条 第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、

入会申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んでは

ならない。 

（退会等） 

第８条 会員が次の各号の１に該当する場合には退会したものとする。 
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(1) 第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

(2) 本人より退会届が会長に提出された場合 

２ 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

第３章 役員 

（役員の種別） 

第９条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会長 １人 

(2) 副会長 ○人 

(3) その他の役員 ○人 

(4) 監事 ○人 

（役員の選任） 

第１０条 役員は、総会において、会員の中から選任する。 

２ 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第１１条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代行する。 

３ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、こ

れを総会に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要があると認められるときは、総会の招集を請求す

ること。 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行わなければならない。 
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第４章 総会 

（総会の種別） 

第１３条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（総会の構成） 

第１４条 総会は、会員をもって構成する。 

（総会の権能） 

第１５条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項

を議決する。 

（総会の開催） 

第１６条 通常総会は、毎年度決算終了後○箇月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の１に該当する場合に開催する。 

(１) 会長が必要と認めたとき。 

(２) 総会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

(３) 第１１条第３項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき。 

（総会の招集） 

第１７条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その

請求のあった日から○日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所

を示して、開会の日の○日前までに文書をもって通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第１８条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

（総会の定足数） 

第１９条 総会は、総会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができ

ない。 

（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会員の表決権） 

第２１条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。 
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（総会の書面表決権等） 

第２２条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任

することができる。 

２ 前項の場合における第１９条及び第２０条の規定の適用については、その会員

は出席したものとみなす。 

（総会の議事録） 

第２３条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな

らない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署

名押印をしなければならない。 

第５章 役員会 

（役員会の構成） 

第２４条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

（役員会の権能） 

第２５条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（役員会の招集等） 

第２６条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 

２ 会長は、役員の○分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ

て招集の請求があったときは、その請求のあった日から○日以内に役員会を招集

しなければならない。 
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３ 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の

場合はこの限りでない。 

（役員会の議長） 

第２７条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（役員会の定足数等） 

第２８条 役員会には、第１９条、第２０条、第２２条及び第２３条の規定を準用

する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会

員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 

第６章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第２９条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 別に定める財産目録記載の資産 

(2) 会費 

(3) 活動に伴う収入 

(4) 資産から生ずる果実 

(5) その他の収入 

（資産の管理） 

第３０条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定

める。 

（資産の処分） 

第３１条 本会の資産で第２９条第１号に掲げるもののうち別に総会において定め

るものを処分し、または担保に供する場合には、総会において○分の△以上の議

決を要する。 

（経費の支弁） 

第３２条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第３３条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会

の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない

場合には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を

基準として収入支出をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第３４条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録

等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後○か月以内に総会の承認

を受けなければならない。 

（会計年度） 

第３５条 本会の会計年度は毎年○月○日に始まり、△月△日に終わる。 

第７章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第３６条 この規約は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得、かつ、富

津市長の認可を受けなければ変更することはできない。 

（解散） 

第３７条 本会は、地方自治法２６０条の２０の規定により解散する。 

２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得なけ

ればならない。 

（残余財産の処分） 

第３８条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の○分の△

以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

第８章 雑則 

（備付け帳簿及び書類） 

第３９条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総

会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類そ

の他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

（顧問及び相談役） 

第４０条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問又は相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。 
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（委員会等） 

第４１条 第１条の目的を達成するため必要がある場合は、役員会の承認を得て、

委員会を設置して活動することができる。 

 （会費の納入） 

第４２ 条 会費の納入は、○○日までに○○に納入するものとする。 

 （委 任） 

第４３条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、○○が別に定

める。 

附 則 

１ この規約は、富津市が、本会を地方自治法第２６０条の２に規定する団体とし

て認可した日から施行する。 

２ 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第３３条の規定にかかわらず、設立

総会の定めるところによる。 

３ 本会の設立初年度の会計年度は、第３５条の規定にかかわらず、設立認可のあ

った日から○年○月○日までとする。 
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規 約 作 成 上 の 留 意 事 項 

目 的（第１条） 

 地縁による団体の目的は、スポーツや芸術などの特定活動だけでなく、広く地域

的な共同活動を行うものである必要があります。また、その活動の内容は、団体の

権利能力の範囲を明確にする程度に具体的に定めることが求められます。なお、解

散した特例民法法人が認可地縁団体として認可を受ける場合については、解散した

法人の事業を継承する旨を明確に定めることが必要となります。 

名 称（第２条） 

 規約の名称についての地方自治法（以下「法」といいます。）上の制限はありま

せん。例としては「□□会規約」、「○○自治会規定」、「△△町内会則」があり

ます。 

区 域（第３条） 

 地縁による団体の区域は、住民にとって客観的に明らかなものとして定める必要

があるので、町又は字及び地番又は住居表示により表示されることが望ましいと考

えられます。ただし、河川や道路等による区域の表示（例：富津市△△大字□のう

ち×川の南の区域）も、市町村内の他の住民にとって当該団体の区域が客観的に一

義的なものとして認識できるものであれば認可の要件を満たすものと考えられます。 

事務所（第４条） 

 事務所の所在地が当該地縁団体の所在地となります。代表者の自宅に置く、ある

いは集会施設に置くのが一般的です。 

会 員（第５条） 

 区域に住所を有することの他に、年齢、性別等の条件を会員の資格として定める

ことは認められません。なお、法人や団体について、表決権等の行使が可能な構成

員になることはできませんが、賛助会員として加入することは可能と考えられます。 

会 費（第６条） 

 会費は、規約に金額を含めて定めるか、又は総会において決するものと規約で定

める必要があります。ただし、規約の改正は第３６条に定める特別議決事項になり

ますので、総会で各年度毎に定めるのが適当と思われます。また、認可地縁団体で

は、加入単位が個人となりますので、世帯単位を構成員としていた団体は、会費の

徴収方法等についても検討が必要になります。 

入 会（第７条） 

 入会申込書の様式は、役員会（第２５条）で定めたり、会の細則（第４５条）で

定めればよいものです。また、提出は会長の他に役員やブロック長などに提出する

こととしてもよいものと考えられます。「正当な理由」とは、その者の加入によっ

て、当該地縁団体の目的及び活動が著しく阻害されることが明らかであると認めら

れる場合など、その者の加入を拒否することについて社会通念上からも客観的に妥

当と認められる場合をいうもので、極めて例外的な場合に限られると思われます。 
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退 会（第８条） 

 退会届の様式は、役員会（第２５条）で定めたり、会の細則（第４５条）で定め

ればよいものです。また、退会について本人の意思にわずかであっても制約を加え

ることは認められないと解されます。 

役 員（第９条～第１１条） 

 監事の職務については、法第２６０条の１２に規定があり、第１１条第３項各号

は、これに基づいたものとなっています。 

 その他の役員は、会計・理事・班長・防犯・広報・環境美化・文化構成などが考

えられます。この場合、それぞれの役員について職務を明確にすることが、適当と

考えられます。 

役員の任期（第１２条） 

 任期については、法律上特に規定はありませんが、事務執行上、無理のないもの

にすることが望ましいと思われます。 

総会の権能（第１５条） 

 総会は、法第２６０条の１６により、地縁による団体の運営事項のうち規約にお

いて、役員会に委任したもの以外のすべての事項について議決でき、規約の改正な

ど、法律上総会の専権事項とされているものについては、規約をもってしても他に

委任することはできません。 

総会の開催（第１６条） 

 総会は、法第２６０条の１３により、少なくとも毎年１回開催する必要がありま

す。 

 財産目録は、法第２６０条１４により、年度終了後３ヶ月以内に作成する必要が

あることから、事業報告及び決算を作成し、その承認を行うため、総会を年度終了

後３箇月以内に開催する必要があります。 

 規約(例)第１６条第２項、法第２６０条の１４より、第２号の「５分の１」の定

数を規約において増減することは法的には可能ですが、会員の総会招集を求める権

利を奪うこととならないよう留意する必要があります。 

総会の招集（第１７条） 

 法第２６０条の１５により、少なくとも５日前までに通知を行う必要があり、規

約により５日以上前とすることも可能です。 

総会の議長（第１８条） 

 総会の議長は、表決権を行使することとなる以上、表記のように出席した会員の

中から選出する必要がありますが、会長は会員の中から選任されていることにより

「総会の議長は、会長がこれに当たる」と定めることも可能です。 

総会の定足数及び議決（第１９条・第２０条） 

 総会の定足数、議決に要する会員数については、地方自治法において特に定めら

れていませんが、表記のように規定することが適切と考えられます。 

 なお、この定足数、議決に要する会員数については第２２条第２項により、書面

表決を行った会員数及び委任により代理行使を行った会員をこれに含める点に留意

する必要があります。 
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会員の表決権等（第２１条・第２２条） 

 法第２６０条の１８では、「認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。」

とされています。しかし、従来の自治会等では、世帯単位で表決権を平等としてい

ることが多いと思われますので、総会の運営には、注意が必要となります。また、

世帯の全員が、総会に出席できない場合がありますので、第２２条のように書面に

よる表決や、表決権を委任することについて規定することが適当と思われます。 

総会の議事録（第２３条） 

 会議が有効に成立し、かつ有効に議決されたことを証明することが、規約変更認

可を市町村に申請する場合などに求められることから、表記のとおり議事録を作成

する必要があることを規約に定めておくべきです。 

役員会の構成等（第２４条～第２８条） 

 監事は、会務の執行を監査する職務上、総会で決する以外の具体的な会務の執行

方針等を決定する役員会に、参画しないこととするのが適当です。 

 監事は、役員会の構成員になれない（表決権等は有しない）が、役員会に出席す

ることは可能と考えられます。 

資産の構成（第２９条） 

 地縁による団体が法人格を取得する目的は、不動産等の資産を団体名義で保有す

ることにあるため、規約において流動資産・固定資産を問わず全ての資産（負債は

含みません）の構成等を定めておく必要があります。 

資産の管理（第３０条） 

 資産の管理は、法第２６０条の６の規定により、会長が行うものですが、日常の

出納事務については、役員として会計を設けて職務を規定した場合、出納その他の

会計事務を行うこととなります。 

資産の処分（第３１条） 

 不動産等の会の活動上重要な固定資産の処分には、総会の議決を要することとす

る必要があります。 

事業計画及び予算・事業報告及び決算（第３３条・第３４条） 

 事業計画、事業報告及び予算・決算は団体にとって重要事項であるため、総会の

議決又は承認を要する規定が必要となります。 

 財産目録は、法第２６０条の４により、年度終了後３箇月以内に作成する必要が

あることから、事業報告及び決算も年度終了後３箇月以内に総会で承認を得る必要

があります。 

 しかし、事業計画及び予算の議決を年度開始前に行い、事業報告及び決算の承認

を年度終了後に行うためには、通常総会を年２回行うことが必要となります。 

 したがって、通常総会を、年度終了後３箇月以内（４月～６月）に１回行ってい

る自治会等については、年度開始から通常総会において予算が議決される日までの

間は、予算がないことになりますので、第３３条第２項のように定めておくことが

実務上適当と考えられます。 
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会計年度（第３５条） 

 一般的には、「４月１日から翌年３月３１日まで」、「１月１日から１２月３１

日まで」とする例が多いと思われます。 

規約の変更（第３６条） 

 規約の変更は、法第２６０条の３により総会の専権事項になっています。 

 また、変更には地方自治法施行規則第２２条に定める｢規約変更認可申請書｣(別紙

｢資料１１｣を参考)により市町村長の認可が必要です。 

 総会議決数の「４分の３」の定数を変更することは可能ですが、規約の変更とい

う重要事項を少数の会員の意思により決することのないよう、引き下げることにつ

いては慎重であるべきと考えられます。 

解 散（第３７条） 

 法第２６０条の２０及び第２６０条の２１により、①破産、②認可の取り消し、

③総会員の４分の３以上の同意による総会の決議、④構成員の欠亡の場合に、当該

認可地縁団体は解散（法人としての権利能力の消滅又は地縁による団体自体の解散

の両方を含みます。）することになります。 

 「４分の３」の定数を変更することは可能ですが、少数の会員の意思により解散

することを可能にする規定は、適当でないと考えられます。。 

残余財産の処分（第３８条） 

 法第２６０条の３１第１項に基づき、規約により帰属権利者を指定することがで

きますが、地縁による団体の目的をかんがみ、営利法人等を帰属権利者として指定

することは適当ではありません。 

 総会の議決は、解散決議と同じく重要事項であることから「４分の３」以上とす

ることが適当であると考えられます。 

委 任（第４３条） 

 規約施行上の細則を定める者は、会長でも役員会等でもよいのですが、必ず委任

することについて総会の議決を経る必要があります。 

 細則については、弔慰金規定や旅費規程が考えられます。 

附 則 

 附則第１項は、認可年月日から施行とする場合が多いと考えられますので、設立

初年度は事業年度及び会計年度が変則になることから、附則第２項、第３項を定め

ることが適当です。 
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資料 ３ 

○○○自治会（町内会）総会議事録 

１．開催の日時及び場所 平成○○年○○月○○日 午前(午後)○○時開会 

            ○○○自治会（町内会）集会所 

２．構成員開催日現在総数及び総会出席者 総数     ○○○人 

                    出席者    ○○○人 

                    委任状提出者 ○○○人 

３．開催目的並びに審議事項及び議決事項等について 

 目的 ○○○自治会（町内会）の地縁よる団体の認可申請を行うことに関する諸 

   事項について議決する。 

 議事の経過とその結果 

  第１号議案 ○○氏を議長に、○○氏と○○氏を議事録署名人に選任すること 

       について 

        ―議事の様子を記載― 

        第１号議案は、出席者の全員をもって、提案のとおり可決した。 

  第２号議案 ○○○自治会（町内会）の地縁よる団体の認可申請を行うことに 

       ついて 

        ―議事の様子を記載― 

        第２号議案は、出席者の全員をもって、提案のとおり可決した。 

  第３号議案 ○○○自治会（町内会）規約制定（変更）について 

        ―議事の様子を記載― 

        第３号議案は、出席者の全員をもって、提案のとおり可決した。 

  第４号議案 ○○○を○○○自治会（町内会）の代表とすることについて 

        ―議事の様子を記載― 

        第４号議案は、出席者の全員をもって、○○○氏に決定した。 

 上記は、平成○○年○○月○○日開催の○○○自治会（町内会）総会議事録であ

ることを証明する。 

   平成○○年○○月○○日 

                議    長  ○○○○○○   

                議事録署名人  ○○○○○○   

                議事録署名人  ○○○○○○   
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資料 ４ 

構 成 員 名 簿 

                         ○○○区（会）

番号 氏    名 住    所 備   考 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

１６    

１７    

１８    

１９    

２０    
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資料 ５ 

保 有 資 産 目 録 

団体の名称 

平成   年   月  日現在 

１ 不動産 

 (1) 所有権を有する不動産 

  ア 建物 

名     称 延 床 面 積 所  在  地 

  イ 土地 

地     目 延 床 面 積 所  在  地 

２ 不動産に関する権利等 

 (1) 所有権以外の権原により保有している不動産 

権     原 不動産の種類 所  在  地 

 (2) 地域的な共同活動を行うためのその他の資産 

資 産 の 種 類 及 び 数 量 
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資料 ６ 

保 有 予 定 資 産 目 録 

団体の名称 

平成   年   月  日現在 

１ 不動産 

不動産 

の種類 

保有予定不動産の 

取得予定時期

購入等の 

相手方 

保有予定不動産の 

      所在地 

２ 不動産に関する権利等 

資産の種類 権   原 権原取得の予定時期 
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資料 ７ 

承  諾  書 

 私は、平成   年   月   日の総会の議決に従い、    区の代表者

となることを承諾します。 

   平成○○年○○月○○日 

     住   所  富津市○○△△丁目○○番地○○号 

     氏   名  ○○○○○○   

     生 年 月 日      年   月   日 
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資料 ８

平成   年   月   日  

 富津市長         あて 

団 体 名 

代表者名           

代表者の職務執行の停止等の有無について 

１ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無 有 ・ 無 

２ 裁判所による代表者の職務代行者の選任の有無 有 ・ 無 

３ 代理人の有無 有 ・ 無 
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資料 ９ 

平成   年   月   日  

 富津市長         様 

請求者 住所           

    氏名            

認可地縁団体証明書交付請求書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１２項の規定により、

下記の認可地縁団体の告示された事項に関する証明書の交付を請求します。 

記 

   告示事項の証明を求める認可地縁団体の名称等 

    団 体 の 名 称  ○○○区（会） 

    事務所の所在地  千葉県富津市○○△△丁目○○番地○○号 
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資料 10 

平成   年   月   日  

 富津市長         様 

地縁による団体の名称及び 

主たる事務所の所在地 

 名 称  

 所在地  

代表者の氏名及び住所 

 氏 名            

 住 所             

告 示 事 項 変 更 届 出 書 

 下記事項にて変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１項の規定によ

り、告示された事項に変更のあった旨を証する書類を添えて届け出ます。 

記 

１ 変更があった事項及びその内容 

２ 変更の年月日 

３ 変更の理由 
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資料 11 

平成   年   月   日  

 富津市長         様 

地縁による団体の名称及び 

主たる事務所の所在地 

 名 称  

 所在地  

代表者の氏名及び住所 

 氏 名            

 住 所             

規 約 変 更 認 可 申 請 書 

地方自治法第２６０条の３第２項の規定の規約の変更の認可を受けたいので、別

添書類を添えて申請します。 

（別添書類） 

１ 規約変更の内容及び理由を記載した書類 

２ 規約変更を総会で議決したことを証する書類 
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認可後の地縁団体の事務等について 

規約・告示事項に変更があった場合について 

１ 規約の変更 

規約について変更があった場合は、認可の申請が必要※です。 

【申請に必要なもの】 

 (1) 規約変更認可申請書 

 (2) 規約変更内容及び理由を記載した書類（様式は任意） 

 (3) 規約変更を総会で議決したことを証する書類（総会議事録など） 

 (4) 規約（改定後） 

※変更の認可を受けなければ、新しい規約は効力がありません。

２ 告示事項の変更（別紙「資料１０」を参考） 

(1) 告示事項とは、認可地縁団体の以下の９つの事項を指します。 

①名称 ※

②規約に定める目的 ※

③区域 ※

④主たる事務所の所在地 ※

⑤代表者の氏名及び住所  

⑥裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の 

 有無（職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所） 

⑦代理人の有無（代理人がある場合は、その氏名及び住所）※

⑧規約に解散の事由を定めたときは、その事由 ※

⑨認可年月日 

※規約に記載がある場合は、先に規約変更の認可を受ける必要があります。 

構成員の脱退・加入のみの届出は必要ありません。 

(2) 告示事項に変更があった場合 

認可時の告示事項に変更が生じたときは、代表者はすみやかに市長に対する

届出が必要※です。 

※告示があるまで、告示事項を第三者に対抗できません。
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登記について 

１．法人登記   地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってこれに

かえることになります。法務局への法人登記は必要ありません。  

２．不動産登記※ 地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・

証拠の書類及び地縁団体の証明書を添付することとなります。 

         登記事項のうち、登記名義人について変更があったときは、そ

の変更証明書を添付し、変更登記をすることになります（代表者

名は登記事項ではないので、登記は不要です。）。 

※不動産登記手続きについては、司法書士や法務局等と協議してください。 

また、平成２７年に複数の地域住民が登記名義人となっている不動産について、

要件を満たした不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所

在が知れない場合、一定の手続きを経て市町村長が発行する証明書があれば、登記

を自治会などの団体名義に移転できる特例制度が施行されました。要件・手続き等

については、市民課までご相談ください。

認可地縁団体の告示された事項の証明書について 

 認可地縁団体の告示された事項の証明書が必要となった場合、富津市役所市民課

の窓口にて、告示された日から交付請求することができます。 

（どなたでも、請求することができます。） 

手数料 １通３００円 

印鑑登録について 

『富津市認可地縁団体印鑑条例』によって、不動産の登記や各種契約等に使用する

ことができる、認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。 

 登録の際には、以下の物が必要になります。 

○地縁による団体の代表者の印鑑（登録する印鑑） 

○代表者の身分証明書 

○代表者の印鑑登録証 

  ○代表者個人の登録印鑑 

以下に該当する印鑑は登録できません。 

・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 
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・印影の大きさが１辺の長さ８ミリメートルの正方形に収まるもの又は 1 辺の

長さ３０ミリメートルの正方形に収まらないもの 

・印影を鮮明に表しにくいもの 

・その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認

めるもの  
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参 考 

 認可を受けた地縁団体が不動産等の所有権移転登記を実施する場合の手続き（現

在区（会）等の代表者数名[共有名義で登記]により所有している場合） 

○ 手続き 

 区(会)等代表者 → 登記申請者作成（司法書士等に依頼） → 法務局木更津支局 

○ 登記の内容 

 区(会)等代表者名義 → 登記原因（委任の終了） → 区(会)等の名義により登記 

○ 登記申請者記載内容 

 登記目的 ・・・・・ 所有権移転 

 原  因 ・・・・・ 委任の終了 

 権 利 者  ・・・・・ 富津市○○○○×××番地 

            △△△△△区（会） 

 義 務 者 ・・・・・ 区（会）等自治会の代表者数名分記名（持分含む） 

○ 添付書類 

 原因証明（委任の終了の場合、申請書副本がこれに代わる） 

 申請書副本（登記の完成後、登記権利者に還付、登記済書として扱われる） 

 登記済書（登記義務者の人違いないことを証するため） 

 保証書（登記義務者が上記、登記済書を紛失した場合） 

印鑑証明書（登記義務者） 

住所証明書（登記権利者・・市が発行する告示事項証明書） 

代理権限証書（委任状・・・司法書士等へ所有権移転登記の権限を委任した場合） 



- 30 - 

法人税・固定資産税について 

法人格を取得することにより各種税に関する届出、申告等が必要になります。 

１．法人の届出（設立）をする 

(1) 木更津税務署（収益事業を行う場合のみ、設立の日以後２箇月以内）<法人税法第１５０条>

(2) 木更津県税事務所（設立の日以後１箇月以内）<千葉県税条例第２２条、同施行規則第１５条>

２．税の申告をする【法人税・法人県民税・法人市民税】 

１ 収益事業を行った場合（事業年度※の終了後、２箇月以内に申告する。）

(1) 木更津税務署【法人税】<法人税法第７４条>

(2) 木更津県税事務所【法人県民税】<地方税法５３条>

(3) 富津市長(税務課市民税係)【法人市民税】<地方税法３２１条の８>

２ 収益事業を行わなかった場合（毎年４月末までに申告する。）

(1) 木更津県税事務所【法人県民税】<地方税法５３条>

(2) 富津市長(税務課市民税係)【法人市民税】<地方税法３２１条の８>

  ※原則は４月から翌年の３月末日までの１年間 

３．税の減免申請について【法人県民税・法人市民税・固定資産税】 

【法人県民税】 

収益事業を行っていない場合は、千葉県知事(木更津県税事務所)に法人県民税

の減免申請書を『納期限までに』提出する。<千葉県県税条例第２３条>

【法人市民税】 

収益事業を行っていない場合は、市長(税務課市民税係)に法人市民税の減免申

請書を『納期限前７日までに』提出する。<富津市税条例第５１条>

【固定資産税】 

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)を所有する

場合は、市長(税務課資産税係)に固定資産税の減免申請書を『納期限前７日ま

でに』提出する。<富津市税条例第７１条>
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その他、認可地縁団体の義務等 

・認可により権利能力を取得した後も、住民の皆さんにより任意に組織された団

体であることに変わりありません。したがって、公法人ではなく、公共団体そ

の他行政組織の一部ではないことはもちろん、認可を受けた団体が行う活動に

ついて、市長は一般的監督権限を持ちません。 

・法人化に伴い、法人としての義務が発生します。 

（１）財産目録 

設立時及び毎年度終了後３か月以内に財産目録を作成し、常に事務所に備え

置いてください。 

（２）構成員名簿 

構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置くとともに、構成員の変更がある

ごとに名簿に変更を加えてください。（構成員の変更については、市に届出

をする必要はありません。） 

（３）総会の開催 

代表者は、少なくとも毎年１回、構成員の通常総会を開催してください。 

（４）その他 

（１）～（３）の他、各種法令に義務のあることについて、責任を負うこと

になりますので注意が必要です。 

認可から告示の流れ 

      申 請 

      市 長 

      審 査 

     認 可 

      告 示 

      認可を受けた地縁団体の成立（法人化） 

認

可

・

告

示



「 ふ っ つ ん 」 


